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静岡県環境衛生科学研究所における競争的資金に係る間接経費の使用に関する方針 

 

 （趣旨） 

第１条 静岡県環境衛生科学研究所（以下「研究所」という。）又は研究所に所属する職

員（以下「職員」という。）が獲得した国又は公益法人等が実施する競争的資金（以下

「競争的資金」という。）に係る間接経費の取扱いについては、「競争的資金の間接経

費の執行に係る共通指針（平成１３年４月２０日競争的資金に関する関係府省連絡会申

し合わせ）」（以下「共通指針」という。）及び当該競争的資金に係る要綱、要領及び

その他の規程（以下「要綱等」という。）に定めるもののほか、この方針に定めるとこ

ろによる。 

 

 （間接経費の執行及び管理） 

第２条 間接経費については、歳入歳出予算に計上した上で、計画的かつ適正に執行する

とともに、その使途の透明性を確保しなければならない。 

 

 （間接経費の使途） 

第３条 間接経費の執行については、職員の研究開発環境の改善や機関全体の機能の向上

に活用するために必要となる経費として、共通指針の６に定める具体的な項目に充当す

るものとする。 

 

 （報告） 

第４条 間接経費を使用した場合、研究所長は、毎年度の間接経費使用実績を翌年度の 

５月３１日までに、別紙様式により環境局環境政策課長に報告するものとする。 

 （その他） 

第５条 その他必要な事項は、環境局長が定める。 

 

 附 則 

この方針は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この方針は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

削除: 試験研究の調整に係る所管

室試験研究
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（別紙様式） 

番   号 

年 月 日 

 

環境局環境政策課長 あて 

 

                                   （研究所長） 

 

競争的資金に係る間接経費執行実績報告書（平成 年度） 

 

 このことについて、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 間接経費の経理に関する報告 

収入の部 

競争的資金の種類 受入額（円） 備 考（配分機関名） 

○○研究費補助金 

○○研究委託事業 

○○○,○○○

○○,○○○

○○省 

（独）○○研究所 

合  計 ○○○,○○○  

 

支出の部 

経費の項目 執行額（円） 内 訳（支出科目） 

１ 管理部門に係る経費 

 

 

２ 研究部門に係る経費 

 

 

３ その他の関連する事業部門 

 

 

○○,○○○

○○○,○○○

普通旅費   ○○,○○○ 

 

 

消耗品費  ○○○,○○○ 

雑役務費   ○○,○○○ 

合  計 ○○○,○○○  

 

２ 間接経費の使用結果に関する報告 

 

・研究所長において、間接経費をどのように使用し、その結果如何に役立ったのかを

競争的資金の種類ごとに報告。（間接経費の充当の考え方、使途、効果等）。 

・必要に応じ参考資料を添付。 


